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★
福
井
県
学
童
水
泳
競
技
大
会
の
結
果  （
敬
称
略
）

　

９
月
20
日（
日
）、
福
井
県
営
水
泳
場
で
開
催
さ
れ
た
大
会
に
選
手

コ
ー
ス
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
、
上
位
入
賞
し
ま
し
た
。

◆
高
学
年
の
部

　
５
０
ｍ　
平
泳
ぎ 

幸
馬 

美
空（
鋳
物
師
）  　
　
38
秒
14  

第
１
位

　
１
０
０
ｍ
平
泳
ぎ 

幸
馬 

美
空（
鋳
物
師
）  

１
分
22
秒
74  

第
１
位

　
５
０
ｍ　
バ
タ
フ
ラ
イ 

篠
田 

蒼
依（
東
大
道
）  　
　
33
秒
26  

第
１
位

 

笛
吹 

美
月（
上　
野
）  　
　
35
秒
00  

第
３
位

　
１
０
０
ｍ
自
由
形 

篠
田 

蒼
依（
東
大
道
）  

１
分
09
秒
24  

第
１
位

◆
低
学
年
の
部

　
５
０
ｍ　
平
泳
ぎ 
浦
田 

彩
寧（
東
大
道
）  　
　
46
秒
45  

第
１
位

　
１
０
０
ｍ
平
泳
ぎ 
浦
田 
彩
寧（
東
大
道
）  

１
分
38
秒
18  

第
１
位

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
で
は
、
水
泳
選
手
を
目
指
す
た
め
の
第
一

歩
と
し
て
、
育
成
コ
ー
ス
の
メ
ン
バ
ー
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
４
種
目

が
泳
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
育
成
コ
ー
ス
で
水
泳
選
手
の
基
礎
を
学

ぼ
う
！

 

★
感
染
予
防
対
策
を
し
な
が
ら
営
業
し
て
い
ま
す
！ 

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
で
は
、
お
客
様
に
次
の
ご
協
力
を
お
願
い

し
て
い
ま
す
。

　
☆
入
館
前
の
消
毒
、
検
温
の
実
施

　
☆
入
館
者
名
簿
へ
の
記
名
な
ど

　
☆
館
内
で
の
マ
ス
ク
着
用

　
☆
土
曜
日
、
祝
日
の
入
館
人
数
制
限
と
利
用
時
間（
２
時
間
）制
限

　
☆
更
衣
室
の
ロ
ッ
カ
ー
利
用
制
限

　
☆
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
ジ
ム
、
マ
シ
ン
利
用
後
の
消
毒

 

★
ジ
ュ
ニ
ア
教
室
受
講
生
の
方
へ 

　
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
は
、み
ん
な
で
気
持
ち
よ
く
使
う
施
設
で
す
。

マ
ナ
ー
を
守
っ
て
利
用
し
ま
し
ょ
う
。

　
特
に
、 

▪
宿
題
ス
ペ
ー
ス（
机
）で
は
、
大
声
を
出
さ
な
い

 

▪
送
迎
バ
ス
で
の
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
着
用

　
ご
家
庭
で
も
、
マ
ナ
ー
に
つ
い
て
お
話
し
く
だ
さ
い
。

☆
詳
し
く
は
、
ウ
ォ
ー
タ
ー
ラ
ン
ド
南
条
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

　
皆
さ
ま
の
お
越
し
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

ウォーターランド通信
■問合せ　ウォーターランド南条  ☎ 0778－47－3711 検  索ウォーターランド南条

　年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やそのほかの所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を
支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構（年金事務所）が実施します。

年金生活者支援給付金制度について

■問合せ　武生年金事務所　℡ 0778－23－1126
（自動音声案内「１」の後「２」選択）

　　　　　町民税務課　　　☎ 0778－47－8015

請求手続き
①新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける方
　 　お受け取りの対象となる方には、日本年金機構から 10月中旬頃より、請求可能な旨のお知らせを送付し
ます。同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。令和３年２月１日までに
請求手続きが完了しますと、令和２年８月分からさかのぼって受け取ることができます。
②年金を受給し始める方
　　年金の請求手続きと併せて年金事務所または市区町村で請求手続きをしてください。

対象となる方
老齢基礎年金を受給している方　以下の要件を全て満たしている必要があります
▪ 65歳以上である　　▪世帯員全員の市町村民税が非課税となっている
▪年金収入額とそのほか所得額の合計が約 88万円以下である
障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している方　以下の要件を満たしている必要があります
▪前年の所得額が約 462万円以下である

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください
　日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、
手数料などの金銭を求めたりすることはありません。
　年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
　『ねんきんダイヤル』　℡０５７０－０５－１１６５（ナビダイヤル） 検  索年金給付金


